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まえがき 

この規格は，工業標準化法に基づき，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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1 適用範囲 

この規格は，自動車メーカー，家電メーカー及びこれらの部品メーカー並びにこれらメーカーにプラス

チック再生材料（ペレットなど）を提供する事業者を顧客として，プラスチック再生材料（ペレットなど）

の提供を事業プロセスとする，ISO 9001:2015 への適合性を認められた組織 1) の品質マネジメントシステ

ムのための追加指針を示す。 

この規格は，組織によるプラスチック再生材料の顧客要求事項の一貫した適合性の実現，プロセスパフ

ォーマンス向上に向けたマネジメント，第二者による組織の要求事項へのパフォーマンスの適合性把握 2)，

第三者による組織の品質マネジメントシステムの有効性の証明 3) の際の識別 2)，教育又はコンサルティン

グに活用してもよい。 

注記 この規格は自動車用途又は家電用途のプラスチック再生材料（ペレットなど）に限定している

が，他の用途でのプラスチック再生材料（ペレットなど）の事業プロセスでも，この規格を参

考にしてもよい。 

注 1) 国際認定フォーラム（IAF）加盟の公益財団法人日本適合性認定協会（JAB）が認定した認証機

関によって認証された組織がある。 
2) 組織の品質マネジメントシステムと事業プロセスとの統合に関する宣言書の例を，附属書 A に

示す。 
3) “証明”については，JIS Q 17000 の 5.2（証明）に定義がある。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その後の改正版（追補を含む。）

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS C 9911 電気・電子機器の資源再利用指標などの算定及び表示の方法 

JIS C 9912 電気・電子機器のプラスチック部品の識別及び表示 

JIS K 6900 プラスチック－用語 

JIS Q 9000:2015 品質マネジメントシステム－基本及び用語 

JIS Q 9001:2015 品質マネジメントシステム－要求事項 


